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      機能名称 :  第３次 韓日会談（1953.10.6-21） 

本会議 会議録及び 1－3 次韓日会談決裂経緯、1953.10―12 
 
生産課  政務課    生産年度 1953 
 

  内容 :         
1.  会議録                               

           －1          韓日会談再開要請 日本側備忘録    
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   ＊ 久保田妄言(10.15)で 3 次会談決裂 



 2

P4.        1.  会議録 
 
P5.        1－1.          韓日会談再開要請 日本側備忘録 
 
P6.         韓日代第 5494 号 

  檀紀 4286 年(1953 年)9 月 26 日 
                                大韓民国 駐日代表部 
                公使 金溶植  ㊞  
  外務部長官 閣下 
   
  韓日会談再開要請に関する件 
標記の件に関しては 9 月 24 日日本外務省から別添写本のように韓日会談再開を要請

して来たので、ここに以上報告いたします。 
  別添 日本外務省 AIDE MEMOIRE 写本 
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P7.             AIDE MEMOIRE  (英文) 
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P8.   1－2          第 1 次、1953.10.6 
 
P9.    韓日会談第一次 本会議経過報告 

一.日時及び場所 檀紀 4286 年(1953 年)10 月 6 日(火) 午前 11 時 5 分から 11 時 51 分まで 
 於ける日本外務省第 419 号室 

一.出席者: わが側    梁裕燦 駐米大使 

                         金溶植 駐日公使 

                      柳泰夏 駐日代表部参事官 

張暻根 外交委員会委員 
洪璡基 法務部法務局長 
崔圭夏 駐日代表部総領事 

                  李相徳 韓国銀行外国部長 

李壬道 商工部水産局漁労課長 

張師弘 駐日代表部二等書記官 

P 10.                        張潤傑  駐日代表部二等書記官 

韓麒鳳 駐日代表部二等書記官 

        日本側   久保田貫一郎 外務省参与 
下田武三 外務省条約局長 

鈴木政勝 外務省参事官 
小島太作 外務省アジア局一課長(局長代理) 

          高橋覚 外務省条約局一課長 
大畑哲郎 外務省経済局五課長 
竹内春海 外務省アジア局二課長 
木本三郎 外務省条約局三課事務官(三課長代理) 
清井正 水産庁長官 

          永野正二 水産庁生産部長 
P11.                        大戸元長 海洋一課長 

一、挨拶交換 

   日本側久保田代表から別添(一)のような挨拶をし、続けて「この場にこの韓日会談に関

心の梁閣下を迎えて喜ばしく思い、また喪心から歓迎してやまない」と発言して、わが側

金代表は別添(二)のような挨拶をし、続けて梁大使を日本側代表に紹介すると、 

梁大使は概ね次のような挨拶の言葉を話した。  

   「過去に本人が、この韓日会談の代表として出席した経験を持ち、本人は本人の個人

資格で、幾つか日本側に勧告をしようと思う。 

1. 日本側は韓日両国は地理的に近接しているという事実を認識し、 
P12.        2. 韓国が多くの損害を受けたにも関わらず、韓国自身の自由を保存するだけでな

く、自由世界陣営の防衛線を維持するために、共産侵略の輩と闘争しているこ

とを認識し、万一韓国が共産の輩の手中に入るなら、すぐ日本に共産侵略の危

機が来るだろうということを肝に銘じ、また米国が韓国を援助して日本を援助

する、その精神を良く認識し、 
      3.したがって韓国と日本は親善関係を維持しなければならないということを認識

することを、懇切に願うものである。         
         4. 万一、日本が韓日会談を成功させたければ、本人が過去に何度も言ったように、日
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本は在韓日本人財産に対する請求権があるという主張を放棄しなければならない。 

P13.          なぜなら過去に韓国の全財産の 85%を日本人が占有していたが、これに対する財産

権主張に固執するなら、韓国は到底生活できないし、独立は形式だけに過ぎなくなる

ので、韓日親善は存在する余地がなくなるからだ。 

         5. 日本は在韓日本人の財産請求をしないことで、韓日会談を成功させるだろうし、また

将来において友好関係を維持し、共産侵略に協力して備えられるだろうし、また

韓国が経済復興をするのに日本から物資購入をすることで、日本に経済的に利

益になるだろうと思う」 

一、討議事項 

           日本側は漁業問題を先に討議することを提議したが、本代表は「前回の会議で、

会議を進行する方法のように 1.基本関係 2. 漁業問題 3. 財産請求権問題 4. 

P14.        国籍処理問題 5.船舶返還問題の五種議事別に各分科委員会を組織し、これらの委員

会を早速開会進行させるが、毎日少なくとも一ないし二個の分科委員会を開催するよう

にしよう。また本会議は少なくとも一週間に一回ずつ開催することにし、各分科委員会で

困難な問題があれば、この本会議で妥結するように努力することにして、また本会議で

は全体的な問題を討議するようにしよう」と提議すると、日本側久保田代表はこれに同意

したので、 

(1) 五個分科委員会を設置すること 

(2) 本会議は毎週火曜日午前 10 時半から開催すること 
(3) 明日７日午前 11 時に本代表と日本側久保田代表が会合をして、各分科委員会担

当各国代表の決定したものを相互通告することにした。 
一、 新聞発表 

P15.      本代表から「日本の新聞では韓日会談の成果に対して、〝懐疑的〟または〝悲観

的〟に観察するとか言って、無知な人民たちをわが国に対する悪感情を抱負させ

煽動する傾向があるので、この会議進行に多くの支障があるから、この点に対し

て日本側代表からこのようなことがないように、このような記事の取り消し措置など甚大な

関心を持たれるように望むという注意を喚起させた。 

         今日の新聞発表は、前記合意点三個の事項と挨拶交換に関して発表することにした。 

P16.    1－3.          第 2 次、1953.10.13    

       
P17.   韓日会談第二次 本会議経過報告 

 
一.日時及び場所  4286 年(1953 年)10 月 13 日(火) 10:40-11:55 

    於ける外務省第 419 号室 
一.出席者: わが側    金溶植、任哲鎬、柳泰夏、張暻根、洪璡基 

崔圭夏、李相徳、李壬道、韓奎永、張潤傑、韓麒鳳 

        日本側 久保田貫一郎、下田武三、鈴木政勝、小島太作、高橋覚、 
大畑哲郎、竹内春海、木本三郎、清井正、永野正二 

一、討議事項 

        開会劈頭、わが側金公使は「新しくわが側代表団の一員として出席された任哲鎬代表

を紹介する」と言って、挨拶が終わった後、「この全体会議は各委員会で討議した結果、何 

P18.     か困難な問題があればこれを調整するとか、この会談を全体的に討議するのが任務だと

考えられたり、貴側もそうだろうだがわが側も去る一週間各委員会で各代表たちが討議し

た結果を報告受けた所により、討議して行こうと提議したら、日本側もこれに同意したので、
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金公使は概ね別添一、二(二は漁業問題に関して補完したものである)のように声明

をした。 
     これに対して日本側久保田代表は概ね次のように言った。 
     「この会談で率直に、建設的に相互意見交換をすることで、両国が懸案を早急に解

決しようというのに対しては、全く同感である。しかし本人の知る所によれば、あ

る国家間の国際会議は対等な立場で行われなければならないし、ある一方の主張だ

とか、希望だけを貫徹させては成功しないだろうと思われる。したがって互いに議

論を徹底的にして、妥協点を発見するようにすることが良いことだろうと信じる。 
P19.     ○1 、まず漁業問題に関して言うと、    

○ア日本側は、韓国側で国際会議が始まる前に一方的に李ラインを宣布して、これを 

  強制執行し、多くの漁船を拿捕裁判していることは、魚族保護のために双方が討議決 

  定しようという漁業委員会の開催に先立って、その任務の機先を制して一方的にまず 

規定し、その規定(李ライン設定)を承認せよというのだから、国際会議の慣例に不合理 
と思料する。 

     ○イ韓国側ではいわゆる李ラインを国際法上、または TRUMAN 宣言に依拠したものと言う

が、 

         ○ａ TRUMAN 宣言は領海の拡張がされないのに比べ、李ラインは韓国側で主権を行 

して、自由航海まで拿捕する事例から見ても、主権行使に認定される。 

P20.    ○b TRUMAN 宣言は他国の利害関係を尊重し、その国家と相談して漁業資源保存措

置を取るのに比べ、李ライン宣言は全く利害関係国との協議同意なく、一方的にそ

の国内法を外国漁船に適用するということは、日本側としては受諾できないし、李

ラインは却って中南米諸国の宣言に似ていると思料され、国際法先例によったものと

見ることはできない。  
     ○ウ韓国側は対日平和条約第 9 条及び第 11 条によって両国間に漁業協定をするが妥当

で、これは双方の充分な科学的調査を基礎に初めて規制が必要な問題と見て、し

たがって協定が締結される前に李ラインを宣布したのは不当なことで、協定締結前に

李ラインを越えて日本漁船が従業するのは当然な権利と見る。また日本側が韓国近海 
P21.        漁業資源を涸渇させると言うが、これは韓国側の一方的主張であり、その事実の余

否を知ることができない。日本側としては協定が締結される時までの、暫定的措置を

取るために考慮する用意がある。 
    ○2  請求権問題に関して 

        ○ア 日本側が従来主張して来たように、日本は在韓日本人財産に対して請求権があると

いう主張を撤回しない。また梁大使が前回、韓日会談の非公式会議で日本側が在韓

財産請求権を放棄すれば、韓国側も対日財産請求権を放棄すると言ったことが誤解

だと言うが、1952 年 4 月 1 日と 17 日と都合 3 回に亘って言ったものと理解する。しか

し、これは公式記録ではないので、これ以上争わない。 

        ○イ 賠償権(RESTITUTION)問題 

P22.        日本は戦争中東南アジア諸国から掠奪をしたこととか、破壊したことに対して賠償を

しようとしているが、日本が韓国でそういうことをした事実がないので、賠償することが

ないと見る。万一、あるなら賠償するだろう。 
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        ○ウ 船舶返還問題 

           日本が韓国に船舶を返還しようとするのは、前回にも日本側代表が言ったように、

SCAP の命令があったから返還しようとするのではなく、韓国の経済復興のために

返還しようとするのだ。拿捕された日本船舶を即時返還すれば、日本側は前日に松

本代表が言ったトン数以上の船舶を、早急に返還するように政府に建議する。また

トン数が不足だと言うが、SCAP 命令によって返還したものと、その後返還し

たものを合わせれば相当数になるので、それ程不足するものではない。 
     ○エ 財産請求権問題に関する日本側質問 

P23.     ○a 梁大使は在日財産(ママ、在韓日本人財産の意?)の 85%を、日本が韓国に請求す

ると言うが、この 85%の根拠は如何に 

       ○b 韓国の主張によれば、米在韓軍政が韓国政府に在韓日本人財産を帰属させた

ので、日本は在韓日本人財産の請求権がないと言うが、米軍政が韓国に帰属さ

せる時に、米軍政もそうだが、現在韓国政府もその実際の権限外にある北韓

にある日本の財産に対しては、韓国側として如何なる見解を持っているの

か。 
         この点は明白にしていただきたい。 
     ○オ国籍処遇問題 

            現在大村収容所にいる韓国人を、日本側も韓国側も韓国人と看ているので送還し

ようとしたのに、韓国側で受諾しないので送れずにいて遺憾なことだ。この問題 
P24.           は国籍処遇委員会で対話し続けることを望む。 

           ○カ 基本関係問題 

          韓国側では犯罪人引渡しに関する問題を解決することを主張したが、この問題

はこの会談とは他の問題であり、また時間を要する問題なので、この会談で取扱

うと、この会談を遷延させる憂慮があるので、この会談では討議できないと見る。 
      以上概ね各問題別に、この間の各分科委員会からの報告によって、金代表の発言

に答えた。日本側としてはこの会談の前途に対して悲観しないし、したがって相

互努力して互譲の道を踏んでいただくことを願う。 
      これに対してわが側金公使は概ね、次のように反論した。 
      「この韓日会談で率直に、建設的に相互意見交換をし、早急に解決しようという

ことに対して、同意をするので嬉しいことだ。 
P25.  ○1 、漁業問題に関して    

○ア貴側では、わが国政府が韓日会談開催前に一方的に李ラインを宣布し、漁業問題に 
関して一方的に規定し、国際会議の先例に反することをしたと主張するが、韓日会談 
の経由を見ると韓国側は 1951 年 10 月 22 日会談開催(SCAP 時代、対日講和条約 
署名後)時に、漁業問題を含んだ韓日間のすべての問題解決のための討議を提議し 
たのに、日本側は準備がないという理由からこれを拒否したので、やむを得ず韓 
国沿岸魚族保護のために韓国だけが保存措置を取ったし、また韓国内に根拠を置い 

た漁船だけが開発したので、1952 年 1 月 28 日に李ラインを宣布したものである。 

     ○イ 李ラインが主権行使と、日本側は非難するが、これは宣言文第 4 項に明示されたよ 
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P26.    行の自由を保障しており、宣言は魚族保護を主目的としたもので、TRUMAN 宣言と

その精神が全く同じものだ。 

     ○ウまたこの宣言は、沿岸国が沿岸での無制限な漁業を容認することで発生する紛争

の防止をするのにも貢献するだろう。 
     ○エ 李ライン宣言は、韓国周辺の漁業を韓国だけが開発したし、韓国だけが保存措置を

して来たせいで宣布したものだから、TRUMAN 宣言の〝利害関係が米国だけにある

場合には、米国が一方的に必要な措置を取る〟という趣旨と変わらないものである。 

        ○カ この宣言は魚族保護のための管轄権を設定したもので、領海の拡張でないことを繰り

返し述べておく。 
    ○2  財産請求権問題 

        ○ア 梁大使がまず日本側が在韓日本人の請求権を放棄すれば、韓国側は韓国の在日財 

P27.       る請求権を放棄すると言ったのは、どこまでも日本側の誤解なのである。日本の在韓

日本人の財産に対する何らの請求権もないと、わが側で言ったことは既に数十回に

なり繰り返し言う必要がない。 

        ○イ ○a 北韓にある日本人財産問題 

           わが側としては国連の決議文にあるように、大韓民国だけが韓半島においての唯一

合法的政府であり、したがって北韓は大韓民国の一部であり、南北統一は即ち大韓

民国が失っていた北韓領土を回復することなので、勿論北韓自体がわれわれのも

のであるだけではなく、在北韓日本人財産もわが国のものである。 
       ○b 韓国にある全財産の 85%を、日本或いは日本人が所有していたという梁大使の

発言は正確なもので、最小限度日本人は当時 85%以上を持っていたのである。 

P28.    ○3 船舶返還問題 

わが側としては、船舶問題は純全に SCAPIN に依拠した問題と考えるので、第一船 

舶返還が純全と日本側からわが国の経済復興のために返還するものなら、船舶返還   

問題とは別途な問題になると見て、わが側としてはどこまでもSCAPINに依拠した船舶

返還請求をする権限がある。また日本が任意返還する船舶があるというのは、海難に

遭った船舶の返還を指すので、本件船舶返還問題とは別個である。 

         ともかく早速にすべての問題を解決することを望む。 

      これに対して日本側久保田代表は、他の門題は委員会に任せて重要な点だけ述べると言

い、再び繰り返して 
P29.   「①李ライン内には航海の自由がないのは、10 月 6 日に東シナ海で漁労して帰路に

李ライン内で拿捕された日本漁船の例を見ても分かる。また紛争防止策として李ライ

ンを宣布したというが、これは双方が協議して決定されるべき問題であって、一

方的に国際法に違反する宣言でできるものではない。 
      ②日本政府としても勿論韓国が南北に分裂していることを遺憾に思い、また南北統一を

達成することを希望しているが、例え南北が統一する日が来たとしても、38 度線

以北には米軍政法令第 33 号が適用されないことを考慮し、在北韓日本人財産に関

する問題がこれまた残るものと思う。また国連の決議の趣旨は、大韓民国は国連韓国

委員会の監視下で選挙が実施された地域においての唯一な合法政府ということを言

ったものと考える。 
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        本人も早速な処理を希望する」と言った。 

P30.   わが側金代表は「繰り返し言うものである。国連決議は韓半島で大韓民国政府が唯一合

法政府としたので、北韓に関するすべての権限はわが国政府が持っているであり、米

軍政法令第 33 号は、在韓すべての日本人財産に関する指導的根本的原理から出

るものである。李ラインは TRUMAN 宣言の前項で言った「一ヶ国だけが利害関係国

の場合、一方的に魚族保護保存に必要な措置を取る」という原理と原則に符合する

ものである。 

一、 次回会議は来週火曜日 20 日午前 10 時半に開催することにした。 
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P38.       1－4.          第 3 次、1953.10.20   
 
P39.    韓日会談第三次 本会議経過報告 

 
一.日時及び場所  4286 年(1953 年)10 月 20 日 10:45-11:50 

    於ける外務省第 419 号室 
一.出席者: わが側   金溶植、任哲鎬、張暻根、崔圭夏 
                  李相徳、李壬道、金学完、張潤傑、韓麒鳳 

        日本側   久保田貫一郎、下田武三、鈴木政勝、小島太作 
          高橋覚、大畑哲郎、竹内春海、木本三郎、清井正 
          永野正二、大戸元長 

一、討議事項 

    開会劈頭わが側金代表は、さる 10 月 15 日に財産請求権委員会で日本側久保田代

表が発言した内容に対して、わが側の意見として別添のように発言をした。 

P40.        これに対して日本側久保田代表は「この会談を進行するにおいて、両国の相互平等な

立場から相互尊敬して懸案を解決して行くということは、本代表としても同感に思ってい

るものだ。また善隣国家として親善関係を維持して行くということに対しても同感であり、

わが側としてもこのような精神を持ってこの会談を進行して来たと信ずるものである。しか

し会談を進行するにおいてある点に関して意見の対立があるということは当然なことで、

一方の意見を貫徹させるために他方の意見だけを撤回せよというのは、国際会議の慣

例上ありえないことだ」と前提して、大体次のように答弁をした。 

       「(1)貴代表は「講和条約締結前に韓国が独立したことは国際法違反である」と本人が発

言したと言うが、本人が言った意味は韓国の独立に関して最終的に終結をするのは講

和条約によって行うのが通例で、日本としては戦争の最終的終結はサンフランシスコ平 

P41.        和条約でなされたものだ。その前に日本が行ったことは一種の予約的行為なのであって、

したがって日本に関する限り、韓国の独立を承認する日付はサンフランシスコ平和条約

発効日なのである。 
           (2) 貴代表は「日本敗戦と同時に在韓日本人を全部撤収させたことが国際法違反」だと

本人が発言したというが、本人はこんな言葉を言ったことは絶対にない。 
      (3) 在韓日本国有及び私有財産に対する請求権に関して－ 

         占領地域において官有財産を没収することは別問題だ。私有財産に関する限り、これ

は尊重されなければならないというのが国際法上の原則である。したがって在韓米軍政

法令第 33 号に関する解釈が不幸にも韓日間で相対するが、日本としては日本側の意

見を撤回させられない。したがって万一この法令を日本側の解釈通りに解釈せずに、韓

国側の解釈通りに解釈するならば、この解釈は国際法違反である。 

P42.      (4)ポツダム宣言に引用されたカイロ宣言の「韓民族が奴隷状態」にあるという文句に関し

て－ 

         日本はポツダム宣言を受諾したし、また今まで忠実に履行して来たと信じる。しかし本人

の考えによればこの宣言の文章は、その文章が表示する法律的効果を目的にするもの

なので、日本が受諾したのはその法律的効果を受諾したものだ。したがってその他の文

句に関する解釈には、異なる解釈が生じることがある。  

        (5)日本の過去の韓国統治が韓民族に恩恵を与えたということに関して－ 

         本人としてはこんな問題は建設的でないので TOUCH したくなかったのだ。日本は敗戦

して更生したし、韓国は独立したので過去は考えないでこの会談を進行させるのが良い 
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P43.        と思う。貴国側では本人の発言が破壊的だと言うが、本人としては却って貴国側が会議

に直接関係ない話をして、本人の発言に過度な異議を唱えて議論をもっと複雑にしたと

思う。要は本人の発言に対して貴側が釈明しろと言うが、釈明する問題ではない。した

がって日本の韓国統治が韓民族に恩恵を与えたという問題に関しては肯定も否定もで

きない。」 

    金代表「本人は去る財産請求権委員会のわれわれ側報告書を精読して幾つかの点を明白にし

なければならないと思うので、幾つか質問をする。貴下は今なお大韓民国が講和条約

締結前に独立したことを国際法違反だと考えるのか」 

    久保田代表「日本側としては戦争は講和条約で終結する」と前に言ったことを繰り返すので 

P44.        金代表が再度追求質問すると 
    久保田代表「これは従来の国際法の慣例から見て、異例だと言ったものだ。したがって積極的

に国際法違反なのか違反でないかという問題に対する答弁は保留する」と答弁した。 

    金代表「率直に言え」と追求すると 
    下田代表(日本外務省条約局長)は「カイロ宣言には日本が参加しなかったし、このカイロ宣言に

ある韓国独立問題がポツダム宣言に引用され、これを日本が受諾して、降伏文書に署

名したものである。したがってこの降伏文書署名以後は、日本は完全独立国ではなかっ

たし、この地位はまるで民法において、未成年者と同じだったものだ。したがって降伏文

書でポツダム宣言を受諾すると言って、韓国の独立を認定することはしたが、日本が連 

P45.        合軍によって占領されていた時は、日本は韓国の独立を決定的に、最終的には承認す

ることはできなかったのだ。したがって講和条約によって日本は韓国の独立を承認した

ものだ」と言うので、 

     わが側金代表は「一昨年から既に 200 回余りも会議を繰り返す中で、常に明日のために

貢献になる話をしようと努力したのに、なぜ日本側は前回の財産請求権委員会で

『韓国が講和条約締結以前に独立したことが国際法違反だ』とか、『日本は韓国統治時

代に韓国人に恩恵を多く施した』等など非建設的な話をするのか疑問になる。また日本

側代表は去る会議では『韓国が講和条約締結以前に独立したことが国際法違反だ』と

言ったものであり、『異例』とは言わなかった。貴側でこのような発言を訂正ないし変更

する意向があることを望む」と言うと、  

P46.   日本側久保田代表は「去る会議で本人としては『異例』と言ったものである。またこのような言

葉を本人としてする意向は少しもなかったのに、会話の進行中韓国側の質問に導かれ

て入ってこのようなことを言ったので、私として自発的に特別な意図があって言った言葉

ではない」と弁明した。 

     わが側金代表が「問題を整理する必要があると感じる」と前提し、「二次大戦直後在韓 

日本人を強制撤去させたことは国際法違反だと考えるのか」と質問すると、 

     日本側久保田代表は「そんなことを言ったことはないと否認し、「万一貴側の記録に本人がそう 

言ったことになっていたら、取り消していただくことを望む」と言った。 

     わが側金代表は「まだ貴下はポツダム宣言にある『韓民族の奴隷状態・・・』という文句は、連 

P47.        合国が興奮しているのに起因して使用した文句だと思うのか」と質問すると、 

日本側久保田代表は「そうだ。万一連合国が現在のような状態でポツダム宣言文を作成したな 

らば、そんな文句を使用しなかっただろう」と答弁した。 

わが側金代表は「日本が韓国を統治して韓国に恩恵を施したと貴下はまだ信じているのか」と 

質問すると、 

日本側久保田代表は「その言葉は貴国側で、日本の韓国統治の『マイナス』(－)になった面だ

けを言ったので、『プラス』(＋) になった点もあるということを言ったものだ。したがって
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こういう言葉は韓国側が先に発言して始まったことで、発生した言葉である。それゆえ

に本人のこの発言を、後半だけ聞いて話してはならない」と答弁するので、 

わが側金代表は「それならこの発言は公的発言だったのか」と質問すると、 
P48. 日本側久保田代表は「勿論個人で言ったのではなく、公的資格で言ったものである。しかしこう

のような発言をしろという政府の訓令によって発言したのではない」と答えた。 
   わが側金代表は「まだ貴国側では韓日間の基本的な問題で、この韓日会談を順調に円満

な解決をする根本的精神になる問題に関する貴国側意見が正しいと言うのだか

ら甚だ遺憾なことだ。したがってこういう問題を先に解決しないで、どうやっ

てこの会談を上手く進行させるのか」と言うと、 
   わが側金代表は「この問題はこの韓日会談の議題事項とは別問題なので、この問題に関

して反復討議しても限がない」と言った。 
P49. 日本側下田代表は「第二次世界大戦以後には従来の国際法に異例になる CASE が多く生じた

のであり、韓国の対日講和条約締結前の独立もこういう異例の一つで、この韓国独立

は当時の世界情勢によって取られた措置である。これを法的に見るなら何ら国際法

違反にならないものだ」と言うので、 

     わが側金代表は日本側下田代表から対日講和条約締結以前に韓国が独立したことが国際法

違反ではないということを確認受けた後、日本側久保田代表に 

          「貴国側代表の一員として以上のような発言をしたのに、首席代表としての意見

を言え」と言うと、 

     久保田代表は「今は答弁できない」と回避したので、 

     わが側金代表は「国際会議の先例から見て、一国の代表の一員がその会議の席上で発言 
P50.         したことに関して、その国の首席代表が発言をできないというのは奇異な事実

だ」と言い、答弁をせよと言うと、 
   日本側久保田代表は「必要なら次の本会議までには考えて答弁する」 と言った。 

 

P51.       1－5.          第 4 次、1953.10.21   
 
P52.    韓日会談第四次本会議経過報告書 

 
一.日時及び場所  4286 年(1953 年)10 月 21 日午前 10 時 352 分から 11 時 35 分 

    於ける外務省第 419 号室 
一.出席者:  

                 わが側   金溶植、任哲鎬、張暻根、洪璡基、崔圭夏、李相徳、李壬道、

金学完、張潤傑、韓麒鳳 

        日本側   久保田貫一郎、下田武三、鈴木政勝、小島太作、高橋覚、 
大畑哲郎、竹内春海、木本三郎、清井正、永野正二、大戸元長 

一、討議事項 

   日本側久保田代表は「昨日会議で本人が約束したように、問題第一(対日講和条約締結前に 

韓国が独立したことは国際法違反なのかでないかに関する問題)に関して見解を説明 

する。 

(一) この問題は国際法違反なのか、国際法違反でないのかという問題ではなく、他 

P53.             の問題なのである。即ちある新しい国家が事実上独立をすれば、この国家の独立

を他の国家が承認するのか、しないのかの問題があるのであり、その新しい国家

を承認するのか、しないのかは、その承認する国家の認定によって決定されるの
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である。韓国はサンフランシスコ平和条約の前に独立したし、この独立を国際連

合を始め多数の国家が承認したという事実をわれわれも認定しているものである。

しかしわれわれはこれらの承認が(韓国独立の承認)時期尚早とも見ないし、これ

に至るにおいて国際法違反とも思わない。 

(二) しかし、韓国と日本とに関する限り、日本はカイロ宣言によって明示された韓国の

独立方針を承認し、1945 年 9 月 2 日に降伏文書に署名したが、その後日本は連

合国によって占領され完全主権国家ではなかったので、韓国の独立を自ら進ん

で承認できなかった。したがって日本は、韓国の独立が多数の国家によって承認 

P54.              され数年が経過したという事実を認定すると同時に、サンフランシスコ平和条約

発効即ち 1952 年 4 月 28 日に韓国独立を正式に承認したのだから、連合国が韓

国独立を承認した日付と日本の平和条約調印の日付の間に間隔があったので、

これが国際法上異例(exception)だと言ったのだ。 

   わが側金代表は「第二次財産請求権委員会で貴下は、問題の発言をした事実があるのか」と質 

問すると 

P55. 日本側久保田代表は「当該分科会は公式記録がないのではっきりしないが、問題の発言を本人 

がしたなら、たった今説明したのと同じ意味だと考えていただいて欲しい」と回避するので 

   わが側金代表は問題の発言をしたのか、しなかったのかをもっと追求すると、 

  日本側久保田代表は「第一貴側の会議録に、問題の発言が貴側が言ったようになっているなら、 

また貴側が望むならば、たった今本人が説明したもので代置しても良い」と答弁した。 

   わが側金代表は「わが側の記録によると貴下は〝万一、日本が当時に(日本が韓国を侵略した 

時)韓国を征服しなければ、韓国は他国によって征服されただろうし、その時は韓国はもっ 

P56.     と悲惨な立場に置かれただろう〟と言ったとなっており、また「日本は韓国に恩恵を施し

た」と言ったとなっているが、今なお貴下はこのように思うのか」と質問すると、 

   日本側久保田代表は「本人は〝征服〟という言葉を使ったことはないし、〝日本が韓国に行った 

〟と言った。またこの発言は日本側首席代表として先に率先して言った発言ではなく、個 

人の資格として言ったものだ。またこのような発言は、本人が個人として外交史を研究して 

出た結論を言ったものに過ぎない」と言うので 

   わが側金代表は「貴下は本人が、貴下が言明したと言ったようなその意見を今もそのまま持って 

いるのか」と質問すると、日本側久保田代表はこれを肯定した。 

   わが側金代表は「わが側の記録によると、問題の会議時に貴下がポツダム宣言に引用された〝 

P57.     韓民族の奴隷状態〟の表現は、当時連合国が戦争によって興奮した事情からそんな表

現をしたものだと言明したものになっているが、貴下はまだこのような考えをしているのか」

と質問すると、 

   日本側久保田代表は「その発言はただ、貴国側の発言に依拠して言ったもので、本人が進んで 

言ったものではない」と回答を回避し、以下のような質疑応答があった。 

   金代表「その発言がわが国の国民を侮辱するものになると思わないのか」 

久保田代表「その発言は本人が代表の資格で言ったものではなく、この問題を反復 

討議すれば、この会談のために建設的にならないと考える」 

   金代表「貴下のそういう発言が、この会談進行のためのわれわれの努力に妨害になると思わない 

のか」 

   久保田代表「そういう発言は、貴側から先に発言したから言うことになったもので、本人が進んで 

P58.     発言したものではない」 

   金代表「貴下のこういう発言は、この会談進行に甚大な妨害になる。貴代表は日本の韓国統治が 

韓国に多くの貢献をしたと言ったが、如何なる貢献をしたと言うのか」 
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   久保田代表「本人はこういう問題を討議する必要はないと思う。韓国に貢献云々問題は、昨日の 

会議で本人が説明した」 

   金代表「それなら貴下は、本人の質問に対する答弁を拒絶するのか」 
   久保田代表「そういうことではない」 

   続いてわが側張代表は別添のような補充説明をし、これに対する日本側の回答を要求すると、 

   日本側久保田代表は「万一、その当時(日本の韓国侵略当時)日本が韓国に行かなかったならば 

P59.     云々の本人の言葉は、ただ本人の個人意見に過ぎないもので、その他の発言に対しては 

本人がたった今説明したことを参酌していただきたい。またこういう問題の討議は、この会 

談進行に寄与しない」と言い答を回避するので、わが側金代表は概ね次のように言った。 

       「本人は1952 年10月から開かれた会談以来、常に両国に介在している諸懸案の円満な早

急な解決のために、どれ程努力したか知れない。即ち、本人は今年 9 月に貴国の奥村外

務次官と韓日会談再開に関して討議した、数分後に帰国することを決定したのだ。また今

般会談再開においての本人の挨拶を良く読んでみれば、われわれがどれだけ熱心に諸

懸案の早急な解決を希望していることが分かるでしょう。 

    われわれは過去を全部忘れて韓日親善を急速に結ぼうと努力したのだが、去る第二次財 

P60.      産請求権委員会で貴首席代表は昨日と今日討議したような問題の発言をした。例えばカ 

イロ宣言で言明されている〝奴隷状態・・・〟は連合国の興奮によるものだと主張した。こ 
ういう発言は、この会談進行に甚大な支障を与えるものなので、この発言に関する貴側の 

誠意ある答弁を期待したが、貴側は今なお間違った発言によるその意見を堅持するのみ 

ならず、この意見を正当化しようと努力しているのは甚だ遺憾なことに思う。 

本人は貴側の建設的態度を期待したが、貴側は終始その態度を表さなかったので、以下 

二項目の要請をする。万一、この要請が日本側によって受諾されない限り、わが側代表団 

はこの会議に継続して出席できない。 

P61.       (一) たった今討議した、貴側代表が発言した問題の五項目の声明を撤回すること。 

        (二) 貴側は貴側の上記声明が過誤だったと言明すること。 

   続いて日本側久保田代表は「今、金代表から韓日会談の経緯に関する累々たる説明と、韓国側 

       の諸懸案を早急に解決するための熱意に関する説明を聞いたが、日本側も韓国側と同じ 

ように熱意を持っているのである。 

貴側では日本側の発言が非建設的だと非難するが、逆にわが側は貴国側が非建設的だ 

と思う。なぜならば、1952 年 2 月に韓日会談が開催されようとする直前に李ラインを宣布し 

たし、また今般会談が再開される直前に李ライン宣言を強行し、李ライン内で日本漁船を 

拿捕して、この会談進行の雰囲気を悪化させた。この李ラインに対するわが国政府の見解 

は累次言明したことがあるが、わが国政府はこの李ラインの一方的設置は国際法違反と考 

P62.     え、したがってこれを国際司法裁判所に提訴して、その判決によってどちら側の主張が正

当なのかを決定づけることが原則だと思う。 

        貴下の二項目の要請に対して答弁する。 

(1) 本人の発言を全部撤回せよという要請だが、われわれのこの会議は平等な外交会議だ

と考える。国際会議で一国の代表として見解を発表するのは当然なことで、また相互差

異がある意見を吐露するのも当然あり得ることである。しかし本人の経験から見て、一国

の代表が発言したものを撤回した例を聞いたことがない。まるで本人が暴言したかのよう

に、本人の全発言の内、一ないし二個項目だけを発表して、外国に宣伝をすることは妥

当でないと考える。したがって本人は、この問題になる会議に関する会議録を公表する

考えだ。そして本人の発言を撤回する意思は全然ない。 

P63.      (2) 本人の発言が過誤だったとは思わない。 
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         しかし貴側では貴側の要請をわが側が受諾しなければ、この会議を進行できないという

が、わが側はそう思わない。万一、そのまま貴側がこの会議を進行できないなら遺憾な

ことだが、会議は決裂することであり、仕方のないことだ」と言った。 

   これにわが側金代表は「貴下はわが側の要請を拒否したので、本人が言ったようにこの会談に出

席し続けることはできないし、これは全的に貴側に責任があるものである」と言って会談

を終了した。 

 

P64.      韓日会談第四次本会議( 4286 年(1953 年)10 月 21 日外務省)においての 

張暻根代表の発言内容 
 

  昨日、韓国側代表が質問した事項に対する日本側の釈明をわれわれは検討してみた結果、問

いに対する答でなかったり、または回避的で修正的な釈明に過ぎないもので、誠意ある釈明

と見られないことは遺憾だと言わざるを得ない。 

第一に、日本が受諾したポツダム宣言に引用された「韓民族の奴隷状態」という文句は連合国側 

  の戦争中の興奮の表現に過ぎないもので、日本側がこれを承諾したり、これによって拘束され   
 るものではないと日本側は昨日釈明したが、韓国を解放し、日本人を韓半島から追放し、在

韓日本人財産を米軍政庁に帰属所有させた一連の措置は、「韓国人の奴隷状態に留意」し、こ 

P65. の不法な状態を正常な状態に復帰させるためのものでなく何なのか? 万一「奴隷状態」というこ

とが、日本側を拘束する何の意味も持っていないとしたら、日本は韓国の独立、日本人の韓半

島からの追放、日本の在韓高私有財産の没収などを全面的に否認し、不法だと主張する結論

に到達するものと見ざるを得ない。 
   第二に、三十六年間の総督政治が韓国人に恩恵を与えたという日本側首席代表の発言に関して、

日本側は昨日総督政治が韓国人に害悪だけ及ぼしたのではなく、利益を与えた面もあるという趣旨

と釈明したが、これはわが側が、日本が総督政治を通じて独立運動をした韓国人を投獄または虐

殺し、すべての自由を剥奪し、米穀その他重要物資を世界市場価格より廉価な低物価で収奪したこ 

P66.とに対して、韓国側は賠償請求できるということをまだ保留していると発言したことに対する、日本 
側首席代表の応酬だっただけでなく、日本側首席代表は一歩踏み込んで、日本が韓国を征服しな 

かったとしたら、韓国は他国に征服されただろうし、日本の支配よりもっと悲惨な境遇を受けただろう 

と言及したことから見て、総督政治は韓国人に対する害悪より恩恵をより施したという意味でなくて何 

なのか?   
  最初の発言を率直に撤回する誠意ある態度の代わりに、日本側がこのような説明で糊塗しよう

とするのは、甚だ遺憾にことと言わざるを得ない。植民政策の先駆者として韓国に行ってい

る日本人のための施策と、日本の繁栄のための組織的な搾取政治を逆に韓国人に利得を与え

るものという観念は、昔日の総督政治時代に日本がした総督政策の弁護であり、正当化

(justification)であり、これを前提として韓日間の全面的国交調整を企図するということは、日本側の 
P67.矛盾した態度でなく何なのか? 

 

P68.          韓日会談再開のための前提事項    

              1953.12.  
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P78.          1-3 次 韓日会談 決裂経緯 
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